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「高齢者施設等従事者定期 PCR検査」の積極的な受検について（要請） 

 

 

 日頃より大阪府政の推進にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

高齢者施設等の入所者等は重症化リスクが高い特性があること、高齢者施設等で集団感染が生じ

た場合に入所者や施設運営への影響が大きいことから、高齢者施設等での感染防止や早期対応は一

層重要となっています。 

そこで、本府では「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づき、高齢者施設等

の従事者の方に対する新型コロナウイルス感染症の定期的な PCR 検査を実施しているところです。 

定期的な PCR検査は、無症状の感染者を早期に探知できることから、施設での感染拡大を最小化

することに繋げ、クラスターの発生を未然に防止することを目的としています。 

今般、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、新型インフルエンザ等対策特

別措置法（以下、「特措法」という。平成２４年法律第３１号）第２４条第９項に基づく都道府県

による高齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展開等を通じ、検査を受ける施設を増加させ

ることとされました。 

さらに、集中的検査の対象施設の拡大等については、いわゆる入所系の高齢者施設等に加えて、

外部との接触の機会が多い通所系の事業所も対象とすることを検討するよう考え方が示されまし

た。 

これらを踏まえ、本府におきましては、対象施設に通所系介護事業所および通所系障がい福祉サ

ービス等事業所を加え、引き続き「高齢者施設等従事者定期 PCR検査」を実施いたします。 

つきましては、本趣旨をご理解の上、可能な限り積極的に受検いただきますよう特措法第２４条

第９項に基づき協力を要請いたします。 

 

 

記 

 

【定期 PCR検査に関するホームページ（検査の申し込みＷＥＢページ）】 

「高齢者施設等従事者定期 PCR検査について」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/shisetu_kensa.html 

 

【定期 PCR検査に関する相談窓口】 

開設時間 ： ９時～１８時（土日・祝日を含む）  

電話番号 ： ０６－７１６６－９９８８ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/shisetu_kensa.html


【検査対象】 

大阪府保健所管内の地域（大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川

市、吹田市を除く大阪府内の市町村）に所在する次の施設等（同意の得られた施設）の従事者（常

勤、非常勤を問わず）          

・高齢者施設等：＜入所施設＞ 

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護 

医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人 

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 

 

        ＜通所系介護事業所（短期入所系含む）＞ 

        通所介護（地域密着型通所介護含む）、通所リハビリテーション、認知症対応

型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（看護小規模多機能型

居宅介護）、短期入所生活介護、短期入所療養介護 

 

・障がい者支援施設等：＜入所施設＞ 

障がい者支援施設、共同生活援助事業所（グループホーム）、宿泊型自

立訓練事業所、療養介護事業所 

 

           ＜通所系障がい福祉サービス等事業所＞ 

           生活介護、短期入所、重度障がい者等包括支援、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（A型）、就労継続

支援（B型） 

 

・救護施設 

 

【実施期間】 

現在～７月以降当面の間実施 

  ※通所系介護事業所および通所系障がい福祉サービス等事業所の申込受付については、 

令和３年６月１０日（木）正午から行います。 

   

【検査方法及び検査頻度】 

検査方法 ： 唾液によるＰＣＲ検査 

検査頻度 ： ２週間に１回 

 

 

＜ 参 考 ＞ 

●新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項 

都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施 

するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエン 

ザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。 

※新型コロナウイルス感染症は、感染症法第６条第７項において、「新型インフルエンザ等感染症」と 

 して定義されています。 



●新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年５月２８日変更） 

令和３年２月８日時点で緊急事態措置区域であった１０都府県に対し、感染多数地域における高齢者 

施設の従事者等の検査の集中的実施計画に基づく検査を、３月中までを目途に着実に実施するよう求 

めるとともに、さらに、これらの都府県の歓楽街のある大都市はもとより、その他の地方公共団体も 

地域の感染状況に応じ、４月から６月にかけて、新たな集中的実施計画に基づく検査を定期的に実施 

するよう求める。併せて、対象を通所系の介護事業所にも拡大するとともに、法第２４条第９項に基づ 

く都道府県による高齢者施設等に対する受検の要請や好事例の横展開、当該要請と連携した高齢者施設 

等に対する施設運営上の指導等を通じ、検査を受ける施設を増加させる。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

定期PCR検査に関する相談窓口 

TEL：０６－７１６６－９９８８ 

＜開設時間：午前9時～午後6時（土日祝も対応）＞ 


